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内

閣

府
・
総

務

省
・
法

務

省

○

認
可
特
定
保
険
業
者
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
二
十
三
年
文
部
科
学
省
・
厚
生
労
働
省
・
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）

経
済
産
業
省
・
国
土
交
通
省
・
環

境

省

改

正

案

現

行

（
保
険
契
約
管
理
業
者
に
適
用
さ
れ
る
規
定
の
読
替
え
）

（
保
険
契
約
管
理
業
者
に
適
用
さ
れ
る
規
定
の
読
替
え
）

第
十
五
条

改
正
法
附
則
第
二
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
契
約
管
理
業
者

第
十
五
条

改
正
法
附
則
第
二
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
契
約
管
理
業
者

（
同
項
に
規
定
す
る
保
険
契
約
管
理
業
者
を
い
う
。
第
八
十
九
条
第
一
項
第
十

（
同
項
に
規
定
す
る
保
険
契
約
管
理
業
者
を
い
う
。
第
八
十
九
条
第
一
項
第
十

六
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
認
可
特
定
保
険
業
者
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お

六
号
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
認
可
特
定
保
険
業
者
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
お

け
る
第
五
十
九
条
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
九
条
か
ら
第
七
十
一
条
ま
で
、
第

け
る
第
五
十
九
条
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
九
条
か
ら
第
七
十
四
条
ま
で
、
第

七
十
二
条
か
ら
第
七
十
四
条
ま
で
、
第
七
十
五
条
（
第
七
号
及
び
第
八
号
を
除

七
十
五
条
（
第
七
号
及
び
第
八
号
を
除
く
。
）
、
第
七
十
六
条
か
ら
第
七
十
八

く
。
）
、
第
七
十
六
条
か
ら
第
七
十
八
条
ま
で
及
び
第
八
十
九
条
（
第
一
項
第

条
ま
で
及
び
第
八
十
九
条
（
第
一
項
第
七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
五
号
を
除

七
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
五
号
を
除
く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

く
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
九
条
第
二
号
中
「
認
可
特
定
保

第
六
十
九
条
第
二
号
中
「
認
可
特
定
保
険
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
移
転
先
会
社

険
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
移
転
先
会
社
が
認
可
特
定
保
険
業
者
の
場
合
」
と
、

が
認
可
特
定
保
険
業
者
の
場
合
」
と
、
「
外
国
保
険
会
社
等
」
と
あ
る
の
は
「

「
外
国
保
険
会
社
等
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
保
険
会
社
等
の
場
合
」
と
、
第
七

外
国
保
険
会
社
等
の
場
合
」
と
、
第
七
十
二
条
第
二
項
第
六
号
中
「
責
任
準
備

十
二
条
第
二
項
第
六
号
中
「
責
任
準
備
金
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
責
任
準
備
金

金
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
責
任
準
備
金
に
相
当
す
る
額
」
と
、
同
項
第
七
号
中

に
相
当
す
る
額
」
と
、
同
項
第
七
号
中
「
準
備
金
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
準
備

「
準
備
金
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
準
備
金
に
相
当
す
る
額
」
と
、
同
項
第
十
四

金
に
相
当
す
る
額
」
と
、
同
項
第
十
四
号
中
「
責
任
準
備
金
」
と
あ
る
の
は
「

号
中
「
責
任
準
備
金
」
と
あ
る
の
は
「
責
任
準
備
金
に
相
当
す
る
額
」
と
、
第

責
任
準
備
金
に
相
当
す
る
額
」
と
、
第
七
十
四
条
中
「
、
移
転
業
者
の
事
業
方

七
十
四
条
中
「
、
移
転
業
者
の
事
業
方
法
書
等
に
定
め
た
事
項
の
う
ち
の
移
転

法
書
等
に
定
め
た
事
項
の
う
ち
の
移
転
対
象
契
約
に
関
す
る
部
分
」
と
あ
る
の

対
象
契
約
に
関
す
る
部
分
」
と
あ
る
の
は
「
移
転
対
象
契
約
に
関
す
る
事
項
」

は
「
移
転
対
象
契
約
に
関
す
る
事
項
」
と
、
第
七
十
五
条
第
二
号
中
「
事
業
の

と
、
第
七
十
五
条
第
二
号
中
「
事
業
の
譲
渡
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
保
険
業
に

譲
渡
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
保
険
業
に
係
る
事
業
の
譲
渡
」
と
、
同
条
第
五
号

係
る
事
業
の
譲
渡
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
事
業
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
特
定

中
「
事
業
又
は
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
保
険
業
に
係
る
事
業
又
は
」
と
、
「
事
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保
険
業
に
係
る
事
業
又
は
」
と
、
「
事
業
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
保
険

業
に
係
る
」
と
あ
る
の
は
「
特
定
保
険
業
に
係
る
事
業
に
係
る
」
と
、
第
八
十

業
に
係
る
事
業
に
係
る
」
と
、
第
八
十
九
条
第
一
項
第
十
号
中
「
改
正
法
附
則

九
条
第
一
項
第
十
号
中
「
改
正
法
附
則
第
四
条
第
十
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え

第
四
条
第
十
七
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
六
十
五
条
の
二
十

て
準
用
す
る
法
第
百
六
十
五
条
の
二
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
官
報
に
よ
る

四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
官
報
に
よ
る
公
告
及
び
当
該
合
併
認
可
特
定
保
険
業

公
告
及
び
当
該
合
併
認
可
特
定
保
険
業
者
の
定
款
で
定
め
た
公
告
方
法
に
よ
る

者
の
定
款
で
定
め
た
公
告
方
法
に
よ
る
公
告
又
は
催
告
を
し
た
こ
と
並
び
に
」

公
告
又
は
催
告
を
し
た
こ
と
並
び
に
」
と
あ
る
の
は
「
一
般
社
団
法
人
及
び
一

と
あ
る
の
は
「
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
百
四

般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
二
百
四
十
八
条
第
二
項
又
は
第
二
百
五
十
二
条

十
八
条
第
二
項
又
は
第
二
百
五
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
を
し
た
こ
と
及
び
」
と
、
「
当
該
官
報
に
よ
る
公

と
及
び
」
と
、
「
当
該
官
報
に
よ
る
公
告
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
公
告
」
と
す

告
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
公
告
」
と
す
る
。

る
。

（
保
険
契
約
の
移
転
に
係
る
備
置
書
類
）

（
保
険
契
約
の
移
転
に
係
る
備
置
書
類
）

第
六
十
九
条

改
正
法
附
則
第
四
条
第
十
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

第
六
十
九
条

改
正
法
附
則
第
四
条
第
十
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

法
第
百
三
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

法
第
百
三
十
六
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次

に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

改
正
法
附
則
第
四
条
第
十
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百

二

改
正
法
附
則
第
四
条
第
十
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百

三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
移
転
業
者
（
第
七
十
一
条
の
二
、
第
七
十
二

三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
移
転
業
者
（
第
七
十
二
条
及
び
第
七
十
四
条

条
及
び
第
七
十
四
条
に
お
い
て
単
に
「
移
転
業
者
」
と
い
う
。
）
及
び
改
正

に
お
い
て
単
に
「
移
転
業
者
」
と
い
う
。
）
及
び
改
正
法
附
則
第
四
条
第
十

法
附
則
第
四
条
第
十
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
五

一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す

条
第
一
項
に
規
定
す
る
移
転
先
会
社
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
単
に
「
移
転

る
移
転
先
会
社
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
単
に
「
移
転
先
会
社
」
と
い
う
。

先
会
社
」
と
い
う
。
）
の
貸
借
対
照
表
（
認
可
特
定
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は

）
の
貸
借
対
照
表
（
認
可
特
定
保
険
業
者
に
あ
っ
て
は
一
般
社
団
法
人
及
び

一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
二
十
三
条
第
二
項

一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
二
十
三
条
第
二
項
（
同
法
第
百
九
十
九

（
同
法
第
百
九
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
貸
借
対
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り
作
成
し
た
貸
借
対
照
表
及
び
別
紙
様
式
第
一
号
第
三
に
よ
り
作
成
し
た
貸

照
表
及
び
別
紙
様
式
第
一
号
第
三
に
よ
り
作
成
し
た
貸
借
対
照
表
、
外
国
保

借
対
照
表
、
外
国
保
険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
日
本
に
お
け
る
保
険
業
の
貸
借

険
会
社
等
に
あ
っ
て
は
日
本
に
お
け
る
保
険
業
の
貸
借
対
照
表
。
第
七
十
二

対
照
表
。
第
七
十
二
条
第
二
項
第
四
号
、
第
七
十
七
条
第
二
項
第
四
号
及
び

条
第
二
項
第
四
号
、
第
七
十
七
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第
七
十
八
条
第
二
項

第
七
十
八
条
第
二
項
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

（
保
険
契
約
移
転
手
続
中
の
契
約
に
係
る
通
知
事
項
）

第
七
十
一
条
の
二

改
正
法
附
則
第
四
条
第
十
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

（
新
設
）

す
る
法
第
百
三
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
第
七
十
条
に
規
定
す
る
事
項
、
移
転
先
会
社
（
認
可
特
定
保
険
業
者
を
除

く
。
）
の
直
近
の
事
業
年
度
に
お
け
る
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況

を
示
す
比
率
（
法
第
百
三
十
条
（
法
第
二
百
七
十
二
条
の
二
十
八
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第
二
百
二
条
の
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充

実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比

率
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
保
険
契
約
の
移
転
の
日
に

見
込
ま
れ
る
保
険
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
を
示
す
比
率
並
び
に
移
転

後
に
お
け
る
移
転
対
象
契
約
（
移
転
業
者
を
保
険
者
と
す
る
保
険
契
約
の
う
ち

、
改
正
法
附
則
第
四
条
第
十
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
三

十
五
条
第
一
項
の
契
約
に
よ
り
移
転
先
会
社
に
移
転
す
る
も
の
と
さ
れ
る
保
険

契
約
を
い
う
。
次
条
第
二
項
及
び
第
七
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る

サ
ー
ビ
ス
の
内
容
と
す
る
。

（
保
険
契
約
の
移
転
の
認
可
の
申
請
）

（
保
険
契
約
の
移
転
の
認
可
の
申
請
）

第
七
十
二
条

（
略
）

第
七
十
二
条

（
略
）
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２

前
項
の
認
可
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

２

前
項
の
認
可
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

移
転
業
者
を
保
険
者
と
す
る
保
険
契
約
に
つ
い
て
、
移
転
対
象
契
約
及
び

六

移
転
業
者
を
保
険
者
と
す
る
保
険
契
約
に
つ
い
て
、
移
転
対
象
契
約
（
移

移
転
対
象
契
約
以
外
の
保
険
契
約
の
区
別
を
明
示
し
て
、
保
険
契
約
の
種
類

転
業
者
を
保
険
者
と
す
る
保
険
契
約
の
う
ち
、
改
正
法
附
則
第
四
条
第
十
一

ご
と
に
保
険
契
約
者
の
数
、
保
険
契
約
の
件
数
及
び
保
険
金
額
の
合
計
額
並

項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
五
条
第
一
項
の
契
約
に
よ

並
び
に
責
任
準
備
金
の
額
を
記
載
し
た
書
面

り
移
転
先
会
社
に
移
転
す
る
も
の
と
さ
れ
る
保
険
契
約
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
及
び
第
七
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
移
転
対
象
契
約
以
外
の
保
険

契
約
の
区
別
を
明
示
し
て
、
保
険
契
約
の
種
類
ご
と
に
保
険
契
約
者
の
数
、

保
険
契
約
の
件
数
及
び
保
険
金
額
の
合
計
額
並
び
に
責
任
準
備
金
の
額
を
記

載
し
た
書
面

七
～
十
二

（
略
）

七
～
十
二

（
略
）

十
三

改
正
法
附
則
第
四
条
第
十
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第

十
三

改
正
法
附
則
第
四
条
第
十
一
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第

百
三
十
七
条
第
二
項
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
保
険
契
約
者
の
数
又
は
そ

百
三
十
七
条
第
二
項
の
期
間
内
に
異
議
を
述
べ
た
保
険
契
約
者
の
数
又
は
そ

の
者
の
第
七
十
一
条
に
規
定
す
る
金
額
が
、
改
正
法
附
則
第
四
条
第
十
一
項

の
者
の
前
条
に
規
定
す
る
金
額
が
、
改
正
法
附
則
第
四
条
第
十
一
項
に
お
い

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
七
条
第
四
項
に
定
め
る
割
合

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
三
十
七
条
第
四
項
に
定
め
る
割
合
を
超
え

を
超
え
な
か
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

な
か
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

十
四
～
十
六

（
略
）

十
四
～
十
六

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）


